
消費者 

                                   

 

 

     

訪問販売ホットライン消費者相談室 

非会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者苦情検討会         ※消費者相談室長の申出により開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 消費者取引紛争処理委員会    ※両当事者の合意のもとに検討会学識経験者または相談室長の申出により開催 

 

 

     

 

非会員               会員 

問題あり                        問題なし 

 

                                          

             非会員                会員     ※団体会員傘下企業の場合は原則として 

団体会員に申入れ｡ 

               

            

                              必要                 不要 

                       

                    

解約希望せず              解約希望 

 

    

交渉成立             交渉不成立 

 

電話での聞き取りにより、法令、当協会｢倫理綱領｣「自主行

動基準」等に照らしての問題性の有無を判断 

回答して終了会員か非会員か？

対処方法・処理方針を解

説。場合によって､より適

切な他の機関(ｾﾝﾀｰ等)紹介

解約交渉等の処理が必要か？ 

詳しく聞き取り､事実確認 

詳細の解説、

契約続行｡ 

会員に対し問

題点指摘等 

解約交渉、あっせん

相談終了 

会員社に問題点指摘 

内容の問題点を会

員に情報提供 

消費者ｾﾝﾀｰ等行政機関 

会員か非会員か 

対処方法･処理方針

を解説 

回答して終了 

問題が大きいも

のの企業が応じ

ず解決せず 

 

 

 

 

 

不明点等ある場合 

 

 

 

 

                    

 

専務理事の指名した学識経験者委員及び協会事務局職員により､当該案件に関する検討会発足 

相談室で聞取り済みの両者の主張、契約書面その他の資料について、関連法令、

当協会「倫理綱領」､「自主行動基準」を判断基準として問題点整理 

両当事者に再度の事実確認（原則は対面･場合により電話）

必要があれば信販会社にも事実確認 

様々な事情を勘案した解決案を呈示しあっせん 

両当事者が合意 終了 

公益社団法人日本訪問販売協会 消費者取引紛争処理機構フローチャート 

団体会員傘下企業

の場合は団体会員

にも連絡｡ 

 

 

                                          

                                両当事者合意 

       

 

                                合意不成立 

※プライバシー保護の上、紛争委員会での経緯につき情報開示する。 

委員会に諮ることにつき両当事者同意 

会長の指名した学識経験者 3 名により構成｡委員長は上記検討会の構成員が就任。 

委員会の検討結果

として解決案作成、

両当事者に呈示。 

合意書を取り

交わし終了 

会員企業については正当な

理由なく拒否はできない。 

団体会員傘下企業について

は団体とも協議。 不調で終了 

その上であっせ

ん不調の申出｡

業界として解決

すべきと判断 

問題性が高く

解約交渉等を

要する内容 

問題性が高く

解約交渉等を

要する内容 


